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平
成
29
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

額
は
、

と
な
り
ま
し
た
。

■
前
納
制
度（
保
険
料
の
前
払
い
）

　

前
納
制
度
を
利
用
し
、現
金
で
保

険
料
を
１
年
度
分
前
納
し
た
場
合
、

毎
月
払
い
と
比
べ
て
３
４
６
０
円
の

割
引
と
な
り
、６
か
月
分
前
納
で
も

７
９
０
円
の
割
引
に
な
り
ま
す
。

■
保
険
料
の
納
付
は
便
利
な

口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く

と
、保
険
料
が
自
動
的
に
引
き
落
と

さ
れ
る
の
で
、金
融
機
関
な
ど
に
行

く
手
間
が
省
け
る
う
え
、納
め
忘
れ

も
な
く
、と
て
も
便
利
で
す
。

　

ま
た
、口
座
振
替
に
は
、当
月
分
保

険
料
を
当
月
末
に
振
替
納
付
す
る
こ

と
に
よ
り
、月
々
50
円
割
引
さ
れ
る
早

割
制
度
や
、現
金
納
付
よ
り
も
割
引
額

が
多
い
６
カ
月
前
納
・
1
年
前
納
・

２
年
前
納
も
あ
り
、大
変
お
得
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
額
が

変
わ
り
ま
し
た

月 

額　

  

１
６
４
９
０
円

　父母の離婚、死亡などによって父または母
と生計を同じくしていない子どもや、父また
は母に一定の障がいがある家庭の子どもを育
てている方に、子どもが18歳に達する日以
後の最初の3月31日（一定の障がいがある場
合は20歳未満）まで支給される手当です。
　申請を受け付けた翌月分から手当の対象
になります。

　20歳未満で身体や知的または精神に中程
度以上の障がいもしくは長期にわたる安静
を必要とする病状にある児童を監護してい
る父もしくは母、または父母に代わって児
童を養育している方に支給されます。
　申請を受け付けた翌月分から手当の対象
になります。

児童扶養手当 特別児童扶養手当

児童数 月額

児童扶養手当額（月額） 
手当の額手当の額

級

１級

２級

特別児童扶養手当額（月額）

全部支給
一部支給

42,290円
42,280円～9,980円

改正前

51,500円

34,300円

改正後

51,450円

34,270円

※平成28年全国消費者物価指数の実績値により引き下げとなります

※平成29年4月から、加算額にも物価スライド制を導入します。

子1人

第2子加算

第3子以降加算
（1人につき）

全部支給
一部支給

9,990円
9,980円～5,000円

全部支給
一部支給

5,990円
5,980円～3,000円

児
童
扶
養
手
当
・

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
の

　
　

支
給
要
件
に
つ
い
て

　

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思

わ
れ
る
方
は
、お
気
軽
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、現
在
同
手
当
を
受
け
ら
れ

て
い
る
方
は
、住
所
や
氏
名
な
ど
を

変
更
さ
れ
た
際
に
は
届
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、速
や
か
に
住
民
福

祉
課
ま
で
届
出
て
く
だ
さ
い
。

※
支
給
の
時
期

　

年
３
回（
４
ヶ
月
分
ず
つ
支
給
）

　

・
４
月（
12
月
～
３
月
分
）

　

・
８
月（
４
月
～
７
月
分
）

　

・
12
月（
８
月
～
11
月
分
）

　

ま
た
、両
手
当
の
手
当
額
が
平
成

29
年
度
よ
り
下
記
の
と
お
り
変
更
と

な
り
ま
す

　

詳
し
く
は
、住
民
福
祉
課（
☎

６
３
・
３
８
０
０
）ま
で
。
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日
高
町
剣
道･

柔
道
教
室

新
入
生
募
集
中
！

　

口
座
振
替
を
ご
希
望
の
方
は
、納

付
書
ま
た
は
年
金
手
帳
、通
帳
、金
融

機
関
届
出
印
を
持
参
の
う
え
、ご
希

望
の
金
融
機
関
ま
た
は
年
金
事
務
所

へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
を
納
め
る
の
が

困
難
な
と
き
…　

　

経
済
的
な
理
由
等
で
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、申
請

に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶

予
に
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、学
生
の
方
に
は
、在
学
期
間

中
の
保
険
料
の
納
付
を
猶
予
す
る「
学

生
納
付
特
例
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受
け

ず
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、障
が
い
を
負
わ
れ
た
り
、亡
く

な
ら
れ
た
り
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態

が
発
生
す
る
と
、障
害
基
礎
年
金
・

遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
取
れ
な
く
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、田
辺
年
金
事
務
所

（
☎
０
７
３
９･

２
４･

０
３
２
３
）

ま
た
は
住
民
福
祉
課（
☎
６
３･

３
８
０
０
）ま
で
。

　

日
高
町
の
剣
道
教
室
と
柔
道
教
室

で
は
、新
入
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

練
習
日
は
、そ
れ
ぞ
れ
左
記
の
と

お
り
で
す
。

【
剣
道
教
室
】

　

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日

　
　
　
　
　
　

午
後
７
時
か
ら
９
時

【
柔
道
教
室
】

　

毎
週
火
・
金
曜
日

　
　
　
　
　
　

午
後
７
時
か
ら
９
時

　

会
場
は
、い
ず
れ
も
町
立
武
道
館

（
志
賀
保
育
所
横
）。対
象
は
、幼
児
か

ら
中
学
生
ま
で
。

　

お
申
し
込
み
、お
問
い
合
せ
は
、

教
育
委
員
会
教
育
課
生
涯
学
習
班

（
☎
６
３
・
３
８
１
２
）ま
で
。 お問い合わせは、下記まで。

学校教育班（☎63・2038）
生涯学習班（☎63・3812）

教 

育 

委 

員 

会

お
知
ら
せ

貴方も自衛隊の幹部として活躍しませんか

●受付期間

●お問い合わせ
　御坊市湯川町小松原410-1　自衛隊御坊地域事務所（☎23･0020）

自衛隊幹部候補生（一般・大卒程度試験） 22歳以上26歳未満の者

自衛隊幹部候補生（一般・院卒者試験） 20歳以上28歳未満の者

自衛隊幹部候補生（歯科） 専門大卒20歳以上30歳未満の者

自衛隊幹部候補生（薬剤科） 専門大卒20歳以上28歳未満の者

医科・歯科幹部自衛官 医科・歯科医師の免許取得者

幹部候補生 平成29年3月1日～5月5日（締切日必着）

医科・歯科幹部自衛官 平成29年2月1日～4月21日（締切日必着）

自 衛 隊 幹 部 候 補 生 募 集


